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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～

2025. 9 第567号

そば畑（郡山市湖南町）  【コピー・転載禁止】

ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー
郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます
http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

600タイトル以上のセミナーが
無料で受講できます
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税務署ニュース

郡山税務署からのお知らせキャッシュレス納付説明会開催案内
簡単・便利な納付手続きのご案内

キャッシュレス納付
説明会お手続きの方法を

税務署職員が詳しくご紹介します

興味はあるけど、
どのような制度かわからない。

？

納付のために税務署や金融機関に行ったり、
待つ時間がもったいない。

？

一度に納付するのは大変だから
積み立てしたい。

？

手続きの方法を知りたい。 ？
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法人版事業承継税制に係る手続
特例承継
計画の策定・
確認申請

特例承継
（贈与・相続）

認定申請

税務署へ
申告

税務申告後
5年以内

6年目以降

申告期限の2ヶ月前までに

2027年12月31日まで

2026年3月31日まで

●　税務署へ3年に1度報告。

毎年報告。
●　都道府県及び税務署へ

●　認定書の写しとともに、贈与税の申
　　告書等を提出。

税
務
署

税
務
署

都
道
府
県

都
道
府
県
庁

税
務
署

事前の計画策定
※1

適用期限

対象株数

納税猶予割合

承継パターン

雇用確保要件
経営環境変化に
対応した免除

相続時精算課税の
適用　※2

不要

なし

なし

総株式数の最大3分の2まで

複数の株主から1人の後継者
承継後5年間

平均8割の雇用維持が必要

60歳以上の者から18歳以上
の推定相続人・孫への贈与

贈与：100%
相続：80%

60歳以上の者から18歳以上の者への贈与

あり

弾力化

複数の株主から最大3人の後継者

全株式

100%

特 例 措 置 一 般措置
特例承継計画の提出※
2018年4月1日から
2026年3月31日まで

10年以内の贈与・相続等
2018年1月1日から
2027年12月31日まで
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■結論
•特例承継計画（個人事業承継計画）の提出期限が令和8年（2026年）3月31日まで
•今後は延長されない見通し
•特例措置：対象株式は全株、納税猶予割合は100％
•節税規模は数百万円～数億円となりえるため早めの検討を！

■事業承継税制とは？
　事業承継には株式の異動がつきものです。多額の贈与税・相続税が発生すると予想外の
支出で経営が圧迫され、円滑に事業承継することが難しくなります。
　そこで事業承継税制を活用すれば、事業承継のために後継者が取得した自社株式にかかる贈与税・相続税に
ついて納税猶予を受けられます。
　その後、一定期間にわたって要件を満たすと猶予された税額は免除されます。

■一般措置と特例措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■特例措置手続きの流れ
　　 

 

■事業承継税制のメリット
•相続税や贈与税の負担を軽減し後継者の金銭負担を軽減します。
•後継者候補同士の争いを回避できます。特例措置では３人までの株式承継が可能です。
•親族外承継で従業員などを後継者にすることが可能です。

■事業承継税制のデメリット
•相続税や贈与税が免除されるまでの期間が長くなります。
•定期的な都道府県や税務署への報告義務が必要です。
•相続税や贈与税が免除されるまでの期間内に株式を手放したりするなどの取消事由に該当すると、猶予され
ていた税額に利子税を加算して納付することになります。
•その他取消事由は複数あります。

■長期的なサポート体制構築を！
　事業承継税制は非常に複雑な制度であり長期にわたる報告義務があり、利用にあたっては専門的な知識が求
められます。節税効果を安心して得るため税理士等の専門家サポートを活用してはいかがでしょうか。

東北税理士会郡山支部
税理士 長谷川 秀男

税のミニ通信 事業承継最後のチャンス？！～特例措置の期限迫る～



女性部会 参加者
募集中

　7月17日、役員改選後初となる第2回 理事会が郡山ビューホテルアネックスで開催された。
　会の冒頭には、赤塚英夫会長より就任後初の挨拶があり、新体制での
スタートにあたっての抱負が述べられた。
　続いて議事に移り、委員会構成の承認について協議が行われた。各委員
会の構成案が上程され、出席理事からの異議もなく承認された。これに
より、令和7年度の新たな組織体制が正式にスタートすることとなった。
　また、報告事項では、法人会活動について新任理事に理解を深めていた
だけるよう、法人会の現況説明や、青年部会の菅野貴部会長、女性部会の
小林裕子部会長より今後の活動等について報告があった。

第2回 理事会開催

　7月18日、第2回 役員会を郡山法人会
館で開催した。
　議事では、①各委員会委員長・副委員
長選任について、②今後の事業につい
てそれぞれ検討し、後期事業実施に向
け意見を交わした。

役員会開催
　令和7年10月7日㈫、郡山ゴルフ倶楽部において
会員親睦ゴルフ大会を開催いたします。会員皆様の
ご参加をお待ちしております。
【お申込み・お問い合わせは、事務局まで】

☎ 024－933－7777

会員親睦ゴルフ大会開催のご案内

第2回 理事会

　「観る将（自分では指さず観賞するだけの将棋ファ
ン）」の筆者も驚いた。清水市代さんという女流棋士
が、プロ棋士の集まり日本将棋連盟の会長に就任した。
　現在、同連盟の所属棋士は男性だけ。女性（女流棋
士）はいまだ「ガラスの天井」が破れない。そんな団体
の会長に女性が就任。女子野球のキャプテンがプロ野
球の球団社長になったようなものだ（「当たらずといえ
ども遠からず」じゃない？）。連盟も粋なことするよね。
　11月17日は「将棋の日」。旧暦のこの日に江戸城の
将軍の前で将棋を指したことによる。

　「プロ棋士がコンピューター（将棋AI）に負けるわけ
がない！」と豪語したある有名棋士がいた。コンピュー
ターは将棋ロボットに姿を変え、後に、ある有名棋士は
負けた。そして、時の名人もAIに負ける事態となった。
以来、プロ棋士はAIと戦ってはならないという「お触
れ」が出たとか出ないとか…。人間はAIに完全にお手
上げなのである。
　AIに苦しめられている人間をテレビで見ていた友人
は「ロボットのコンセントを抜いてしまえ！」と叫んだ。
　「負けるわけがない」将棋
が、AI躍進のアシストを務め
たことになった次第で…。

強いロボットにも弱点はある？ フリーランスライター 藤木 順平フリーランスライター 藤木 順平
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